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工事実績情報データベース等の活用について（通知）

地方防衛局、地方防衛支局（長崎防衛支局を除く。）及び名護防衛事務所が発注

する建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条に規定する建設工事

をいう。）及び建設工事に係る技術業務（建設工事に係る技術業務委託の契約等の

事務処理要領について（防整施（事）第１７号。２７．１０．１）別紙の第２項に

規定する技術業務をいう。）（以下「建設工事等」という。）については、別添のと

おり実績情報データベース等を活用することとしたので、遺漏のないよう措置され

たい。

添付書類：別紙

写送付先：整備計画局施設整備官、整備計画局提供施設計画官、整備計画局施設技

術管理官、防衛監察本部総務課長、各地方防衛局企画、管理各部長



別紙

実績情報データベース等の活用について

１ 受注実績情報の登録

実績情報データベースにおける登録対象業務等は、以下のとおりとする。

⑴ 工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）の登録対象工事

登録対象工事：建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条に規定する工事

登録対象金額：請負代金額が５００万円以上

登 録 機 関：一般財団法人日本建設情報総合センター

⑵ 測量調査設計業務実績情報サービス（ＴＥＣＲＩＳ）の登録対象業務

登録対象業務：登録機関において規定に定める業務（測量調査業務、土質調査

業務､土木設計業務､土木工事監理業務等）

登録対象金額：業務委託料が１００万円以上

登 録 機 関：一般財団法人日本建設情報総合センター

⑶ 公共建築設計者情報システム（ＰＵＢＤＩＳ）の登録対象業務

登録対象業務：官公庁施設及び公共住宅等の設計業務等、建築及び設備工事の

工事監理業務

登 録 機 関：一般社団法人公共建築協会

２ 工事成績評定点等の登録

⑴ 工事成績評定又は業務成績評定（以下「工事成績評定等」という。）を担当す

る部署の職員は、工事成績評定等の結果を通知した時には遅滞なく建設工事等の

契約事務をつかさどる部署（以下「契約課等」という。）に当該通知の写しを提

出するものとする。

⑵ 前号の通知の写しを受け取った契約課等の職員は、評定点合計又は業務評定点

（総合）（土木等技術業務の場合は評定点。）を契約事務支援システム（ＫＪＳ

Ｓ）に入力するものとする。


